
事  務  連  絡 

令和７年１２月１８日 

会 員 各 位 

（一社）群馬県トラック協会 

 

２０２６年１月以降の適性診断実施方法変更に関するご案内 

 

平素は、当協会の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

当協会では、国土交通省の認定（認定番号国自安第１９号）を受けて、２０２０年４月

から適性診断を実施しておりますが、適性診断受診需要の増加に対応するため、診断機器

を増設することといたしました。 

つきましては、２０２６年１月以降は１回の定員を１名から３名へ引き上げることとし、

今までの“個別方式”から“集団方式”による実施に変更します。 

予約方法につきましては、従前どおりＦＡＸによる申込みとします。 

診断実施日や予約状況などの開示については、協会行事等との兼ね合いもあり、変更が

多くなるため、従来どおり電話による日程調整とさせていただきますのでご了承ください。 

なお、「適齢診断」、「初任診断」、「一般診断」について、集団方式ではなく、個別方式に

よる受診の意向がある事業者様につきましては、ご連絡いただければ対応させていただき

ますので、ご相談ください。 

「特定診断Ⅰ」については、集団方式による実施が認められていないため、引続き個別

方式により実施し、所要時間の都合により、開始時間は９時～及び１３時～に限定させて

いただきます。 

また、外国人の受入については、カウンセリングの実施は“日本語でしかできない”こ

とから、“日本語による会話ができること”が必須条件のもと、時間を要することを踏まえ

て個別方式による実施とします。診断機器については、「ポルトガル語」または「英語」の

設定が可能となっておりますが、それ以外の言語には対応しておりませんので、ご承知く

ださい。 

参考となりますが、「一般診断」に限っては、可搬型運転操作検査器（アクセスチェッカ

ー・ミニ）の無料貸出【要予約】も実施しておりますので、ご活用ください。 

 

なお、当協会には現在、カウンセラー資格保持者が１人しかいないため、

ご予約いただいても、急遽、診断を中止とする場合があります。 

ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、ご承知おきください。 

 

 今回の事務連絡に関して、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 

≪(一社)群馬県トラック協会 業務部 ℡０２７－２６１－０２４４≫ 



適性診断について 

一般社団法人群馬県トラック協会では、国土交通省の認定（認定番号国自安第１９号）を受けて、

令和２年４月から適性診断を実施しております。 

貨物自動車運送事業者等は事業用自動車の運転者〔初任者・高齢者・事故惹起者〕に対して国土

交通大臣が認定する適性診断を受診させる義務があります。 

 診断の方法及び内容は、運転者の性格・安全運転態度・危険感受性・処置判断・重複作業反応・

速度見越反応・視覚機能の各テストを行い、その結果に基づいて、事故防止のための運転行動と安

全運転のための留意点について、カウンセラーが助言・指導を行います。 

種別 診断の対象者及び診断内容 所要時間 

初 

任 

診 

断 

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者は、初任運転者のための

適性診断を当該貨物自動車運送事業者において、はじめてトラックに乗務する前

に受診させなければなりません。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗

務を開始した後１ヵ月以内に受診させなければなりません。 

診断の結果を基にプロドライバーとしての自覚、事故防止のための留意点等に

ついて、カウンセラーが助言・指導を行います。 

約２時間 

適 

齢 

診 

断 

 ６５歳以上の高齢運転者は、高齢運転者のための適性診断を６５歳に達した日

以後１年以内に１回受診させ、その後３年以内ごとに１回受診させなければなり

ません。 

診断結果を基に加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識してもら

い、事故防止のための身体機能の変化に応じた運転行動について、カウンセラー

が助言・指導を行います。 

約２時間 

一 

般 

診 

断 

 電算処理システムにより運転者の性格、運転態度、認知・処理機能、視覚機能

などについて、心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つ

アドバイスを記載した適性診断票を発行します。 

 加齢や生活環境の影響を受けて、運転に対する考え方や反応は変化します。安

全運転を継続していくうえで、少なくとも３年以内の周期でこの診断を受診し、

その変化を把握していくことをおすすめします。 

約１時間半 

～２時間 

特 

定 

診 

断 

Ⅰ 

死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の１年間

に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷事故を生じた交通事故を引き起

こし、かつ、当該事故前の３年間に交通事故を引き起こしたことがある者が対象

となり、乗務する前に受診させなければなりません。ただし、やむを得ない事情

がある場合には、乗務を開始した後１ヵ月以内に受診させなければなりません。 

カウンセラーが、交通事故を引き起こすに至った状況等について聞き取りを行

い、運転経歴等を参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等についてカウ

ンセリング手法を用いた指導及び助言を行います。 
 

約２時間 

～３時間 

※お申し込みは電話連絡（０２７－２６１－０２４４ 診断担当 内藤）のうえ、空き時間等を

確認した後、別紙の適性診断申込書兼確認書に記入してＦＡＸをお願いします。  



（別紙）

年 月 日

〒

◇診断場所：前橋市野中町322番地１(℡027-261-0244) 　群馬県交通運輸会館　１階　適性診断室

月 日 月 日 月 日

（ 曜 日） （ 曜 日） （ 曜 日）

※　本申込書に必要事項を記入及び該当箇所に〇を付けて、ＦＡＸ願います。

  受付欄に押印して返信し、受付完了となります。（Fax０２７－２６１－７５７６）

※　料金は、診断当日に現金でお支払い願います。

※　問い合わせ等につきましては、(一社)群馬県トラック協会 業務部　内藤あてに

　お願いします。（℡０２７－２６１－０２４４）

○診断料金

 １０～２０年、２０～３０年、３０年以上 １０～２０年、２０～３０年、３０年以上 １０～２０年、２０～３０年、３０年以上

群馬県トラック協会　御中

診 断 種 別  初任・適齢・一般・特定Ⅰ

眼鏡･コンタクト

一般社団法人

FAX　０２７－２６１－７５７６

業　態　別
トラック・軽貨物

第二種・大型・中型・準中型・普通

機器言語設定 日本語・ポルトガル語・英語 日本語・ポルトガル語・英語

受診希望日

ＮＯ．

４，８００円

中型（８ｔ限定）・準中型（５ｔ限定） 中型（８ｔ限定）・準中型（５ｔ限定）

種　別

免許の種類

２，４００円

初任診断

第二種・大型・中型・準中型・普通

西暦　　　　年　　月　　日

一般診断 ２，４００円
１，０００円

非会員（一般）
４，８００円

自家用・バス・ハイタク自家用・バス・ハイタク 自家用・バス・ハイタク

（満　　　歳） （満　　　歳）（満　　　歳）

トラック・軽貨物

日本語・ポルトガル語・英語

トラック・軽貨物

１，０００円

①９：００　②１３：００　③１５：００

担 当 者 名

(一社)群馬県トラック協会に

中型（８ｔ限定）・準中型（５ｔ限定）

受　付　欄

加入　　・　　未加入

第二種・大型・中型・準中型・普通

 初任・適齢・一般・特定Ⅰ

（フリガナ）

受診者氏名

①９：００　②１３：００　③１５：００

 初任・適齢・一般・特定Ⅰ

①９：００　②１３：００　③１５：００

会  員

ある　・　なし ある　・　なし

普通免許取得後

の経験年数

適性診断申込書兼確認書

適齢診断

性      別

５年未満、５～１０年、 ５年未満、５～１０年、 ５年未満、５～１０年、

会 社 名

ある　・　なし

生 年 月 日

特定診断Ⅰ ９，３００円 ９，３００円

支 部 名 支部

郵 便 番 号

住 所

電 話 番 号

男性　・　女性 男性　・　女性 男性　・　女性

本人連絡先
（携帯電話）

西暦　　　　年　　月　　日西暦　　　　年　　月　　日

開始時間①②
③

営 業 所 名

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

　※全項目、漏れなく、
　　　　正確に記入願います。

西暦



～ 適性診断実施に関するお知らせ ～ 

 

★ 適性診断の実施方法の変更について ★ 

２０２０年４月に適性診断を開始して以降、【個別方式】により適性診断を実施してきましたが、

２０２６年１月から診断機器の増設を行い、最大３名の【集団方式】により実施します。 

また、事業者様の意向により、個別方式による実施を希望される場合は、対応いたしますが、 

日程調整が困難になることはご了承ください。 

なお、「特定診断Ⅰ」については、集団方式による実施が不可能なため、引き続き個別方式にて 

実施します。 

★ 診断場所について ★ 

【群馬県交通運輸会館】… 〒379-2194 前橋市野中町３２２番地１ ℡:027-261-0244 

★ 受診日当日について ★ 

・開始時間前までに適性診断室前にてお待ちください。 

※ 時間になってもお見えにならない場合は、申込書に記入されている本人連絡先に連絡します。 

・診断料金は、当日に現金でお支払いください。 

 ※ 可能な限り、お釣りの無いようご協力願います。 

・領収書の宛名については、会社名で発行します。 

★ その他  ★ 

・事前連絡の無い当日キャンセルや遅刻、受診場所の間違いが多くあるため、受診日時や場所等

を受診者に確実に伝えていただき、何かあれば必ずご連絡ください。 

 

※ 当協会は現在、カウンセラー資格保持者が１人のため、ご予約をいただいても、急遽、診断を

中止する場合があります。 

※ 日々のシステム稼働チェックを徹底しておりますが、予期せぬ通信エラーやシステム不具合が 

発生してしまう場合があり、受診開始後に、やむを得ず、診断を中断せざるを得ないこともあり 

ます。その際は、状況に応じて、後日の再受診となることもあります。 

ご迷惑をおかけすることのないよう、最善を尽くしますが、ご承知おきください。 

 

一般社団法人群馬県トラック協会 TEL：０２７-２６１-０２４４  



 

 

 

 


